
 

 

 

 

 

Ｊリーグクラブライセンス交付規則 

運用細則 





 

１．総則 
 

１－１〔目的〕  

本運用細則は、Ｊリーグクラブライセンス交付規則（以下「交付規則」という）第5条の

定めに基づき、Ｊライセンスの審査基準、審査手続および申請フローについて定めるもので

ある。 

 

１－２〔定義〕  

本運用細則において用いられているものの別段定義されていない各用語は、文脈上明らか

に別異に解することが要求される場合を除き、交付規則に定める意味を有するものとする。 

 

１－３〔遵守義務〕 

(1) Ｊリーグ、ＣＬＡ、ＦＩＢ、ＡＢ、ライセンス申請者およびライセンシーならびにその役

職員およびその他の関係者は、本運用細則を遵守する義務を負う。 

(2) ライセンス申請者およびライセンシーは、Ｊライセンスの申請または取消しに関連する手

続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の事実を述べて

はならない。 

(3) ライセンス申請者およびライセンシーは、Ｊライセンスの申請または取消しに関連する手

続において、ＬＭ、ＣＬＡ、ライセンス評価チーム、ＦＩＢおよびＡＢによる調査または

審査に誠実に協力しなければならない。 

 

１－４〔提出方法および連絡方法〕 

(1) 本運用細則に基づき、ライセンス申請者またはライセンシーがＣＬＡに対してライセンス

申請書類その他の書類を提出する場合の方法は、原則として書留郵便、宅配便（追跡調査

が可能なものに限る）または手交のいずれかによるものとする。 

(2) 本運用細則に基づき、ＬＭおよびＣＬＡがライセンス申請者またはライセンシーに対して

連絡を行う場合の方法は、原則として書留郵便、宅配便（追跡調査が可能なものに限る）、

電子メール、ＦＡＸ、または手交による文書の交付のいずれかによるものとする。 

 

１－５〔期限〕  

本運用細則において定められた期限が営業日（土曜日、日曜日および国民の祝日に関する

法律に基づき休日とされる日以外の日をいう）以外の日であるときは、期限は翌営業日に伸

長されるものとする。 

 

１－６〔立証責任／証拠方法〕 

(1) ライセンス基準の充足に関する立証責任は、ライセンス申請者またはライセンシーが負う。 

(2) ライセンス基準の充足に関する証拠方法は、原則として文書とする。 
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２．運用細則 
 

２－１〔競技基準の運用細則〕  

交付規則第33条に定める競技基準に対する運用細則を下表のとおり定める。 

基準 

番号 
等級 項目と運用細則 

S.01 Ａ 承認されたアカデミープログラム 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者が書式S-01「アカデミー申請書」をＪリー

グに提出する。なお、ライセンス申請者は、当該書式の提出

によって、Ｊリーグのアカデミー認定の申請を兼ねる。 

(2) 提出期限は原則として6月30日とする。ただしライセンサー

が別の提出期限を定めた場合は、その提出期限に従う。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類は期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

(1) Jリーグは、前条の審査に合格したライセンス申請者に対し、

｢アカデミー認定｣を行うことにより、ライセンス申請者は基

準S.01を満たすものとする。 

(2) 以下のいずれかに該当する場合は、基準S.01を満たさないも

のとする。 

① 提出書類を期限までに提出せず、CLAからの提出指示に従わ

ないとき 

② 提出書類の内容が虚偽であったとき 

③ 前条の審査に合格しなかったとき 

４．本基準におけるその他の遵守事項および注意事項  

基準 S.01(1)⑧に定める「アカデミー選手のための医療面のサ
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ポート」については、トップチーム選手に対するメディカルチェ

ックと同じ内容のサポートを実施することが望ましい。 

S.02 Ａ アカデミーチーム 

１．提出書類と期限  

基準S.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準S.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準S.01の判定に包含する。 

４．本基準におけるその他の遵守事項および注意事項 

ＡＦＣクラブライセンス交付規則における基準S.02が定める

ユースチームの分類と、交付規則S.02において定めるアカデミー

チームとの対照はそれぞれ以下のとおりとする。 

① 15歳から21歳までの年齢層を対象としたユースチーム：交

付規則にいうU-18チーム 

② 10歳から14歳までの年齢層を対象としたユースチーム：交

付規則にいうU-15チーム、U-12チーム  

③ 10歳未満を対象としたチーム：交付規則にいうU-10チーム

またはそれに代替するサッカースクールおよびクリニック 

S.03 Ａ 選手の医療面でのケア 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、Ｊ１・Ｊ２リーグ戦試合実施要項第12

条またはＪ３リーグ戦試合実施要項第12条の定めに基づく

「Ｊリーグメディカルチェック報告書」につき、対象選手全

員分をＪリーグに提出する。 

(2) 前項に定める書式の提出日は、Ｊ１・Ｊ２リーグ戦試合実施

要項第10 条またはＪ３リーグ戦試合実施要項第12条に基づ

き、ＣＬＡが別途定める。 

２．審査  

ＣＬＡは、当該ライセンス申請者が、登録した選手全員分のＪ

リーグメディカルチェック報告書を提出したか否かを確認する。 

３．判定 

(1) ライセンス申請者が、登録選手全員分のＪリーグメディカル

チェック報告書を提出した場合は、基準S.03を満たすものと

する。 
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(2) 以下のいずれかに該当する場合は、基準S.03を満たさないも

のとする。  

① Ｊリーグメディカルチェック報告書を期限までに提出せ

ず、ＣＬＡからの提出指示に従わないとき 

② 選手がメディカルチェックを受けていないにもかかわら

ず、受けたものとして虚偽のメディカルチェック報告書を

提出した場合 

４．基準S.03におけるその他の遵守事項および注意事項 

メディカルチェックを受診していない選手は、Ｊリーグ規約第

100条の定めに基づくＪリーグへの登録を行うことができない。 

S.04 Ａ プロ選手との書面による契約 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、登録選手との選手契約書および当該契

約書に付帯する覚書すべて（以下「契約関係書類」という）

の写しを、登録選手全員分提出する。 

(2) 前項の書類の提出期日は、ＣＬＡが別途定める。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 契約関係書類は期限までに選手全員分提出されたか 

② 契約関係書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて

記入されているか 

③ 契約関係書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽

を常に確認できる状態にあるか 

④ 契約関係書類に、基準S.04に定める内容が盛り込まれてい

るか 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基準

S.04を満たさないものとする。 

① 契約関係書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに契約関係書類を提出せず、かつ、ＣＬＡか

らの提出指示に従わなかったとき 

③ 契約関係書類が、基準S.04の定める内容を満たしておらず、

Ｊリーグからの度重なる注意にも従わなかったとき 

４．基準S.04に関するその他の遵守事項および注意事項  

(1) Ｊリーグ規約第92条に基づき、Ｊクラブは選手と締結したす

べての契約書の写しをＣＬＡに提出しなければならない。 
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(2) ライセンス申請者自らが選手契約書に付帯する覚書あるい

はＪＦＡおよびＪリーグが統一書式として定めたものでは

ない形式の選手契約書（いわゆる「非統一選手契約書」と呼

ばれる契約書）を作成する場合は、交付規則に定める内容を

当該書式に盛り込むよう、十分注意すること。 

S.05 Ａ レフェリングに関する事項と「競技規則」 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、Ｊリーグが主催し、JFA審判委員会が

説明する、レフェリングおよびサッカー競技規則に関する

「ルール講習会」に出席した者のリストを提出し、当該ライ

センス申請者に所属する選手、監督、コーチ、強化責任者が

出席したことを証明する。 

(2) 新人選手については、シーズン開幕前に実施される「Ｊリー

グ新人研修会」で行われるルールテストに合格する。 

(3) 第1項に関しては、提出期限を6月30日とする。前項に関して

はライセンス申請者からの提出物はない。 

２．審査  

審査は以下の点について行われる。 

(1) 「ルール講習会」の出席者リストが期限までに提出されたか

どうか 

(2) 「Ｊリーグ新人研修会」におけるルールテストの合否  

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基準

S.05を満たさないものとする。 

① 「ルール講習会」に出席した者のリストの内容が虚偽であ

ったとき 

② 提出期限までに「ルール講習会」に出席した者のリストを

提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出指示に従わなかったと

き 

③ 新人選手の中で、ルールテストに合格しなかった者がいる

とき 

S.06 Ｃ 人種的平等の実践  

ライセンス申請者は、基準S.06に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。 
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S.07 Ｃ 女子チーム  

ライセンス申請者は、基準 S.07に該当する事例をまとめた書類

や資料等がある場合は、随時ＣＬＡに提出できる。  

 

２－２〔施設基準の運用細則〕  

交付規則第34条に定める施設基準に対する運用細則を下表のとおり定める。 

 

基準 

番号 
等級 項目と運用細則 

I.01 Ａ 公認スタジアム 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は以下の書類を提出する。 

① Ｊリーグ公式試合で使用するホームスタジアムおよびホー

ムスタジアム扱いするスタジアムに関して、提出日から２

年前以内に、施設所有者及びライセンス申請者が押印して

作成された「ホームスタジアム確認書」（書式I-01-1） 

② 提出日から3か月前以内に作成された「ホームスタジアム検

査表」（書式I-01-2） 

(2) 前項の書類の提出期限は、ともに6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類は期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか  

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

④ 提出書類の内容に基づき、審査対象となったスタジアムが

Ｊリーグ規約第29条第2項、同第4項、同第6項、第30条、第

31条、第32条、第35条の要件を満たしているか。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

以下のいずれかに該当する場合は、基準I.01を満たさないもの

とする。 
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① 提出書類を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② 提出書類の内容に虚偽があったとき 

③ 提出書類に基づく審査の結果、審査対象となったスタジア

ムがＪリーグ規約に定める要件を満たさないため、Ｊリー

グ公式戦を開催することができないとき。ただし、Ｊリー

グ理事会の承認を得た場合は、この限りではない。 

４．基準I.01に関するその他の遵守事項および注意事項  

基準I.01の審査対象となったホームスタジアムがＡＦＣチャ

ンピオンズリーグの試合会場として使用できるか否かを決定す

る権限は、ＡＦＣが留保する。 

I.02 Ａ スタジアムの認可 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準I.01に対する提出書類のほか、ライ

センス申請者が作成したスタジアムの警備計画書を提出する。 

(2) 前項に定める書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類は期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の精査および関係者等へのヒアリングにより、基

準I.02に示す要件を満たしているとＪリーグが十分に評価

できるかどうか 

④ 提出書類の記載内容は虚偽でないか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

以下のいずれかに該当する場合は、基準I.02を満たさないも

のとする。 

① 提出書類を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② 提出書類の内容に虚偽があったとき 

③ 提出書類の精査および関係者等へのヒアリングの結果、基準

I.02に示す要件を満たしていないことが明らかである場合 
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I.03 Ａ スタジアム：入場可能数 

１．提出書類と期限  

基準 I.01と同じ提出書類および期限とする。 

２．審査  

基準 I.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準 I.01の判定に包含する。 

I.04 Ａ スタジアム：運営本部室および警察・消防司令室 

１．提出書類と期限  

基準I.01と同じ提出書類および期限とする。 

２．審査  

基準I.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準I.01の判定に包含する。 

I.05 Ａ スタジアム：観客エリア 

１．提出書類と期限  

基準I.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準I.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準I.01の判定に包含する。 

I.06 Ａ スタジアム：医務室、救護室  

１．提出書類と期限  

基準I.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準I.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準I.01の判定に包含する。 

I.07 Ａ スタジアム：安全性 

１．提出書類と期限  

基準I.02と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準I.02の審査に包含する。 
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３．判定  

基準I.02の判定に包含する。 

I.08 Ａ スタジアム：承認された避難計画 

１．提出書類と期限  

基準I.02と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準I.02の審査に包含する。 

３．判定  

基準I.02の判定に包含する。 

I.09 Ａ・Ｃ トレーニング施設 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は以下の書類を提出する。 

①書式I-09-1 

②基準I.09(2)の記載内容を満たすことを明らかにする資料ま

たは書式I-09-2 

(2) 前項に定める書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

①提出書類は期限までに提出されたか 

②提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入さ

れているか 

③提出書類の精査および関係者等へのヒアリングにより、基準

I.09に示す要件を満たしているとＪリーグが十分に評価で

きるかどうか 

④提出書類の記載内容は虚偽でないか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

以下のいずれかに該当する場合は、基準I.09を満たさないものとす

る。 

①提出書類を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に従

わないとき 

②提出書類の内容に虚偽があったとき 

③提出書類の精査および関係者等へのヒアリングの結果、基準
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I.09に示す要件を満たしていないことが明らかである場合 

４．基準I.09に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 基準I.09(1)にいう「屋内トレーニング施設」とは、屋内で

何らかのトレーニング活動ができる環境を備えた施設を意

味し、基準I.09(2)③および基準I.09(4)⑤にいう「クラブハ

ウス」または基準I.09(4)④にいう「室内または屋根付きの

ピッチ」を含むがこれらに限られない。 

(2) 基準I.09(1)にいう「メディカルルーム」とは、ドクター、

トレーナー等による選手へのメディカルケアが可能なスペ

ースと器具を有する部屋を意味し、基準I.09(2)③および基

準I.09(4)⑤にいう「メディカルケアスペース」を含むがこ

れらに限られない。 

(3) 基準I.09において「常時使用できる」とは、ライセンス申請

者が指定したトレーニング時間において常に使用可能であ

ることを意味する。 

(4) 基準I.09(2)および基準I.09(4)において「専用」とは、トレ

ーニング施設の使用計画を原則としてライセンス申請者の

自由裁量で決定することができ、ライセンス申請者は当該施

設内でトレーニングスケジュールをすべて実施できるもの

であって、当該施設が専らライセンス申請者の利用に供され

ていることを意味する。 

(5) 基準I.09(2)および基準I.09(4)において「優先的に利用でき

る」とは、トレーニング施設の使用計画を原則としてライセ

ンス申請者の自由裁量で決定することができるが、トレーニ

ング施設所有者等との契約または協定等により、ライセンス

申請者以外の第三者による利用が認められていることを意

味する。なお、ライセンス申請者は、当該施設内でトレーニ

ングスケジュールのすべてを実施できない場合は、優先的に

利用できる同様の施設を複数個所確保することによって、ト

レーニングスケジュールをすべて実施できるようにしなけ

ればならない。 

(6) 基準I.09(2)および基準I.09(4)に記載のある施設および設

備は、すべて同一の敷地内にあるかまたは近隣区域内にあっ

て実質的に同一の敷地内であると評価できるものであるこ

とを要する。 

(7) 基準I.09(2)および基準I.09(4)における「メディカルケアス

ペース」に定められた各設備は、同一室内にある必要はない
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が、近くに集約されており、複数の設備を短時間内に使用で

きることを要する。 

(8) 基準I.09(2)③および基準I.09(4)⑤各号に定める各施設、設

備が、複数の施設に設置されているような場合は、ライセン

ス申請者は、基準I.09に対する提出書類を、当該施設すべて

について提出しなければならない。 

(9) 基準I.09(1)、基準I.09(2)および基準I.09(4)にいうトレー

ニング施設のピッチには、夜間照明が設置されていることが

望ましい。 

I.10 Ａ アカデミーのトレーニング施設 

１．提出書類 

(1) 基準 S.01の提出書類をもとに審査を行うため、基準I.10の

ために個別に提出する書類はない。 

(2) 前項にかかわらず、ＣＬＡからライセンス申請者に対して指示

があった場合は、ライセンス申請者は以下の資料を提出する。 

① ライセンス申請者が施設を所有する場合は、各施設の所有

を証明し、施設の詳細を明示した書式 

② ライセンス申請者が施設を所有せず、賃借している場合は、

使用する各施設の所有者との契約書またはそれに準ずる書

式（使用に関する覚書もしくは施設の保有者発行の使用許

可書等）および施設の詳細を明示した書式 

(3) 前2項に定める書類の提出期限は、基準S.01に対する提出書

類と同一の日とする。 

２．審査  

審査は基準S.01の審査に包含されるものとし、同基準にいう

「アカデミー認定」をもって、本基準を満たすものとする。 

３．判定  

以下のいずれかに該当する場合は、基準I.10を満たさないもの

とする。  

① 提出書類を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② 提出書類の内容に虚偽があったとき 

４．基準I.10に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 基準I.10にいうトレーニング施設には、夜間練習が可能なよう、

照明が設置されたピッチが設けられていなければならない。 

(2) 基準I.10にいう「屋内トレーニング施設」とは、屋内のピッ
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チまたはクラブハウス内、スポーツ施設内等に設置されたト

レーニングルームなど、屋内で何らかのトレーニング活動が

できる環境があることを指す。 

(3) 基準I.10にいう「メディカルルーム」とは、ドクター、トレ

ーナー等による選手へのメディカルケアが可能な機材を有

する屋内の部屋またはスペースのことを指す。 

I.11 Ｂ スタジアム：基本原則 

１．提出書類と期限 

基準I.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査 

基準I.01の審査に包含する。 

３．判定  

基準 I.01の判定に包含する。 

I.12 Ｂ・Ｃ スタジアム：衛生施設 

１．提出書類と期限  

基準 I.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査基準  

I.01の審査に包含する。  

３．判定 

(1) 判定は基準 I.01の判定に包含する。ただし、基準 I.12(3)

および I.12(4)においては、審査対象であるスタジアムの客

席数を母数とし、この母数が男女比同数から構成されている

ものとして、洋式トイレおよび男性用小便器の数を計算する

（母数が奇数の場合は、余った1名を男女いずれかに任意に

寄せるものとする）。 

(2) 前項に関わらず、基準 I.12(3)においては、以下のとおり例

外を設ける。 

① 審査対象であるスタジアムの客席数の60%（小数点以下を切

り上げる）を母数とし、この母数が男女比同数から構成さ

れているものとして、洋式トイレおよび男性用小便器の数

を計算する（母数が奇数の場合は、余った1名を男女いずれ

かに任意に寄せるものとする） 

② 前号による計算の結果、基準 I.12(3)または(4)の基準を充

足することとなる場合には、当該基準の未充足に対する制

裁は科さないものとする 
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(3) 前項に関わらず、審査対象であるスタジアムの改修着工また

は新しいスタジアムの建設着工が確定し、工事の完了によっ

て基準 I.12(3)を充足する目途が立っている場合には、当該

基準の未充足に対する制裁は科さないものとする。 

４．本基準に関するその他の遵守事項および注意事項 

本基準の審査に関わらず、ライセンス申請者およびスタジアム

所有者は基準 I.12(4)の充足に近づくよう、衛生施設数の増加に

最大限の努力を行うとともに、トイレ全体数に占める洋式トイレ

の割合を少なくとも半数以上にするようにしなければならない。 

I.13 Ｂ・Ｃ スタジアム：屋根 

１．提出書類と期限 

基準I.01と同じ提出書類、期限とする。 

２．審査  

基準I.01の審査に包含する。 

３．判定  

(1) 判定は基準I.01の判定に包含する。 

(2) 前項に関わらず、審査対象であるスタジアムの改修着工また

は新しいスタジアムの建設着工が確定し、工事の完了によっ

て基準I.13(1)を充足する目途が立っている場合には、当該

基準の未充足に対する制裁は科さないものとする。 

４．基準I.13に関するその他の遵守事項および注意事項 

基準I.13の定めに関わらず、スタジアムの改修または新設工事

を行う場合は、ライセンス申請者、スタジアム所有者（または施

工主）、Ｊリーグの三者は、観客席のすべてを屋根で覆うことが

できるよう、工費や工法、工程等について協同して最大限の検討

を行い、その実現に向けた最大限の努力を行うものとする。 

I.14 Ｃ スタジアム：案内サインと動線 

ライセンス申請者は、基準I.14に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。 

I.15 Ｃ スタジアム：車椅子席  

ライセンス申請者は、基準I.15に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。  
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２－３〔人事体制・組織運営基準の運用細則〕  

交付規則第35条に定める人事体制・組織運営基準に対する運用細則を下表のとおり定める。 

なお、各基準に明記のない限り、P.02からP.16に定める役職についての兼務は認められない。 

 

基準 

番号 
等級 項目と運用細則 

P.01 Ａ クラブ事務局 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、以下の書類をすべて提出する。 

① 書式P-01-1および書式P-01-2 

② ライセンス申請者の役員・社員・従業員一覧表（書式自由） 

③ ライセンス申請者の組織図（書式自由） 

(2)前項に定める書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基準

P.01は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

P.02 Ａ 代表取締役 

１．提出書類と期限  

基準P.01および基準L.02の提出書類をもとに審査を行うため、

本基準のために個別に提出する書類はない。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 
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① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基準

P.02は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準P.02に関するその他の遵守事項および注意事項 

代表取締役は、基準P.08のコンプライアンス・オフィサーと兼

務できる。 

P.03 Ａ 財務担当（ファイナンスオフィサー） 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準P.01に対する提出書類のほか、以

下のいずれかの書類を提出する。 

① 公認会計士または税理士の資格を証明するものの写し 

② ＣＬＡが発行する「財務担当適正証」 

(2) 前項に定める書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基準
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P.03は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準P.03に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「財務担当適正証」の発行を希望するライセンス申請者は、

「担当者適正証発行申請」に必要事項を記入し、担当者の略

歴を記した資料を添えてＣＬＡに提出し、ＣＬＡより「財務

担当適正証」の発行を受ける。 

(2) 財務担当（ファイナンスオフィサー）は、基準P.08のコンプ

ライアンス・オフィサーと兼務できる。 

P.04 Ａ 運営担当（オペレーションオフィサー） 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準P.01に対する提出書類のほか、Ｃ

ＬＡが発行する「運営担当適正証」を提出する。 

(2) 前項の「運営担当適正証」の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準P.04に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「運営担当適正証」の発行を希望するライセンス申請者は、

「担当者適正証発行申請」に必要事項を記入し、担当者の略

歴を記した資料を添えてＣＬＡに提出し、ＣＬＡより「運営
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担当適正証」の発行を受ける。ただし、基準P.04の①に該当

する者は、Ｊリーグが定める試合運営に関する課程を修了し

たことを証する、Ｊリーグ発行の課程修了証を「担当者適正

証発行申請」とあわせて提出する。 

(2) 基準P.04の①にいう「試合運営に関する課程」の実施時期は、

原則として1月または2月（シーズン開幕前）とする。 

(3) 実務経験とは、クラブの運営担当（正）もしくは運営担当（副）

として、1年以上の実務を経験していることを指す。 

(4) 運営担当（オペレーションオフィサー）は、基準P.05のセキ

ュリティ担当および基準P.08のコンプライアンス・オフィサ

ーと兼務できる。 

P.05 Ａ セキュリティ担当（セキュリティオフィサー） 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準P.01に対する提出書類のほか、以

下のいずれかの書類を提出する。 

① 日本において法的に有効な、警察官あるいは警備員として

の身分証明書の写し 

② 所定の課程の履修に基づいて国家が認める機関が発行す

る、安全と保安についての免許 

③ ＣＬＡが発行する「セキュリティ担当適正証」 

(2) 前項に定める書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出
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指示に従わなかったとき 

４．基準P.05に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「セキュリティ担当適正証」の発行を希望するライセンス申

請者は、「担当者適正証発行申請」に必要事項を記入し、担

当者の略歴を記した資料およびＪリーグが定める安全と保

安に関する課程を修了したことを証する、ＣＬＡ発行の課程

修了証をＣＬＡに提出し、ＣＬＡより「運営担当適正証」の

発行を受ける。 

(2) 基準P.05にいう「安全と保安に関する課程」の実施時期は、

原則として1月または2月（シーズン開幕前）とする。 

(3) 実務経験とは、クラブのセキュリティ担当として、1年以上

の実務を経験していることを指す。 

(4) セキュリティオフィサーは、基準P.04の運営担当（オペレー

ションオフィサー）および基準P.08のコンプライアンス・オ

フィサーと兼務できる。 

P.06 Ａ 広報担当（メディアオフィサー） 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準 P.01に対する提出書類のほか、

Ｊリーグが発行する「広報担当適正証」を提出する。 

(2) 前項にいう「広報担当適正証」の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 
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４．本基準に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「広報担当適正証」の発行を希望するライセンス申請者は、

「担当者適正証発行申請」に必要事項を記入し、担当者の略

歴を記した資料を添えてＣＬＡに提出し、ＣＬＡより「広報

担当適正証」の発行を受ける。ただし、基準P.06の①に該当

する者は、Ｊリーグが定めるメディア関連業務に関する課程

を修了したことを証する、ＣＬＡ発行の課程修了証を「担当

者適正証発行申請」とあわせて提出する。 

(2) 基準P.06にいう「メディア関連業務に関する課程」の実施時

期は、原則として1月または2月（シーズン開幕前）とする。 

(3) 実務経験とは、クラブの広報担当（正）もしくは広報担当（副）

として、1年以上の実務を経験していることを指す。 

(4) 広報担当（メディアオフィサー）は、基準P.08のコンプライ

アンス・オフィサーと兼務できる。 

P.07 Ａ マーケティング担当 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準 P.01に対する提出書類のほか、

ＣＬＡが発行する「マーケティング担当適正証」を提出する。 

(2) 前項にいう「マーケティング担当適正証」の提出期限は6月

30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 
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４．本基準に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「マーケティング担当適正証」の発行を希望するライセンス

申請者は、「担当者適正証発行申請」に必要事項を記入し、

担当者の略歴を記した資料を添えてＣＬＡに提出し、ＣＬＡ

より「マーケティング担当適正証」の発行を受ける。ただし、

基準P.07の①に該当する者は、Ｊリーグが定めるマーケティ

ングに関する課程を修了したことを証する、ＣＬＡ発行の課

程修了証を「担当者適正証発行申請」をあわせて提出する。 

(2) 基準 P.07にいう「マーケティング関連業務に関する課程」

の実施時期は、原則として1月または2月（シーズン開幕前）

とする。 

(3) 実務経験とは、クラブまたは企業において、以下のいずれか

の業務（関連する業務を含む）を1年以上経験していること

を指す。 

① ブランド価値の向上 

② スポンサーや商業パートナーとの取引関係管理 

③ 地元テレビ局、メディア媒体との関係構築・管理 

④ 営業管理 

⑤ マーチャンダイジング管理 

⑥ 顧客関係管理 

⑦ イベント管理 

⑧ スタジアムに関係する商業活動の管理 

(4) マーケティング担当は、基準P.08のコンプライアンス・オフ

ィサーと兼務できる。 

P.08 Ａ コンプライアンス・オフィサー 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準P.01に対する提出書類のほか、Ｊ

リーグが発行する「コンプライアンス・オフィサー適正証」

を提出する。 

(2) 前項にいう書類の提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常
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に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準P.08に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 「コンプライアンス・オフィサー適正証」の発行を希望する

ライセンス申請者は、「担当者適正証発行申請」に必要事項

を記入し、担当者の略歴を記した資料をＣＬＡに提出し、Ｃ

ＬＡより「コンプライアンス・オフィサー適正証」の発行を

受ける。 

(2) コンプライアンス・オフィサーは、基準P.02～基準P.07の各

役職と兼務できる。 

P.09 Ａ 医師（メディカルドクター） 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、以下の書類をすべて提出する。 

① 日本国医師免許の写し 

② ライセンス申請者と当該医師との雇用契約書あるいはそれ

に準ずる書類の写し 

(2) 前項に定める書類の提出期限は、ＣＬＡが別途定める。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  
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ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出指示

に従わなかったとき 

４．本基準に関するその他の遵守事項および注意事項  

Ｊリーグ規約第52条の定めにより、Ｊクラブは、すべての試合

にドクターを同行し、原則としてベンチ入りさせなければならな

い。 

P.10 Ａ 理学療法士 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、以下の書類をすべて提出する。 

① 基準P.10①から⑥までに該当する資格の資格認定証の写し 

② ライセンス申請者と当該メディカルスタッフとの雇用契約

書あるいはそれに準ずる書類の写し 

(2) 前項に定める書類の提出期限は、ＣＬＡが別途定める。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出指示

に従わなかったとき 

P.11 Ａ トップチーム監督 

１．提出書類と期限  

ＪリーグがＪＦＡに対し、有資格者であるかを照会するため、
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ライセンス申請者からＣＬＡに提出するものはない。 

２．審査 

(1) 本基準では、当該監督が基準 P.11の内容を満たす指導者資

格保有者であるか否かを審査する。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

当該監督が有資格者でないことが明らかな場合は、本基準は満

たさないものとする。 

P.12 Ａ トップチームのアシスタントコーチ 

１．提出書類と期限  

ＪリーグがＪＦＡに対し、有資格者であるかを照会するため、

ライセンス申請者からＣＬＡに提出するものはない。 

２．審査 

(1) 本基準では、当該コーチが基準P.12の内容を満たす指導者資

格保有者であるか否かを審査する。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

当該コーチが有資格者でないことが明らかな場合は、本基準は

満たさないものとする。 

P.13 Ａ アカデミーダイレクター 

１．提出書類と期限 

ＪリーグがＪＦＡに対し、有資格者であるかを照会するため、

ライセンス申請者からＣＬＡに提出するものはない。 

２．審査 

(1) 本基準では、当該アカデミーダイレクターが基準P.13の内容

を満たす指導者資格保有者であるか否かを審査する。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

当該アカデミーダイレクターが有資格者でないことが明らか
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な場合は、本基準は満たさないものとする。 

４．基準P.13に関するその他の遵守事項および注意事項 

アカデミーダイレクターは、書式S-01「アカデミー申請書」に

てＪリーグに申請し、認められた場合のみ、基準P.14のアカデミ

ーチーム監督と兼務できる。 

P.14 Ａ アカデミーチーム監督 

１．提出書類と期限 

ＪリーグがＪＦＡに対し、有資格者であるかを照会するため、

ライセンス申請者からＣＬＡに提出するものはない。 

２．審査 

(1) 本基準では、当該監督が基準 P.14の内容を満たす指導者資

格保有者であるか否かを審査する。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

当該監督が有資格者でないことが明らかな場合は、本基準は満

たさないものとする。 

４．基準P.14に関するその他の遵守事項および注意事項 

アカデミーチーム監督は、書式S-01「アカデミー申請書」にて

Ｊリーグに申請し、認められた場合のみ、基準P.13のアカデミー

ダイレクターと兼務できる。 

P.15 Ａ アカデミーチームコーチ 

１．提出書類と期限 

ＪリーグがＪＦＡに対し、有資格者であるかを照会するため、

ライセンス申請者からＣＬＡに提出するものはない。 

２．審査 

(1) 本基準では、当該コーチが基準 P.15の内容を満たす指導者

資格保有者であるか否かを審査する。 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

当該コーチが有資格者でないことが明らかな場合は、本基準は

満たさないものとする。  
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P.16 Ａ 安全・警備組織：警備員 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準P.16(2)の要件を満たすことを示

す、ライセンス申請者と当該警備員または警備会社あるいは

スタジアム所有者との契約書、またはそれに類する書類の写

しを提出する。 

(2) 前項に定める書類の提出期限は、6月30日とする。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

P.17 Ａ 権利と義務 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、基準S.04および基準L.04に対する提出

書類のほか、基準 P.02から基準 P.15に該当する者とライセ

ンス申請者が別途契約書およびそれに付帯する覚書を交わ

している場合は、それらの書式の写しを提出する。 

(2) 前項の書類の提出期限は、ＣＬＡが別途定める。 

２．審査 

(1) 審査は以下の点について行われる。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常
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に確認できる状態にあるか 

(2) ＣＬＡは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から提

出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス申

請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準P.17に対するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 提出書類は、ライセンス申請者が初めてＪライセンスの交付

を申請する場合はすべて提出する。翌年度以降は、提出書類

の内容または人員、契約内容に変更があった場合に、変更対

象となった書類のみを提出する。 

(2) 当該書類の内容に変更がない場合は、その旨を記した書式

（書式P-17）を提出すれば足りるものとする。 

P.18 Ａ ライセンス申請文書提出後の変更通知義務 

１．提出書類と期限 

各基準に定める書類の提出締切日から、Ｊライセンス交付決定

日までの間に、基準P.18に該当する変更があった場合には、書式

P-18に必要事項を記入してＣＬＡに提出する。当該変更がない場

合には、書式の提出の必要はない。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 
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① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準 P.18に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) Ｊリーグは、ライセンス申請者から提出された書類の内容を

検査し、変更後の内容がＪライセンスの交付に影響があると

判断される場合には、当該ライセンス申請者に通知のうえ、

その旨をＦＩＢに報告する。 

(2) ＦＩＢは前項の報告に基づき、当該ライセンス申請者に対する

Ｊライセンス交付に与える影響を審議し、当該ライセンス申請

者のＪライセンス交付に対する判定を行うことができる。 

P.19 Ａ ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務 

１．提出書類と期限  

ライセンス申請者は、基準P.19に該当する変更があった場合に

は、書式P-19に必要事項を記入してＣＬＡに提出する。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき  

４．基準P.19に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) Ｊリーグは、ライセンス申請者から提出された書類の内容を検

査し、 変更後の内容がライセンス交付シーズンに対するＪラ

イセンス判定に影響があると判断される場合には、当該ライセ

ンス申請者に通知のうえ、その旨をＦＩＢに報告する。 
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(2) ＦＩＢは前項の報告に基づき、当該ライセンス申請者に対す

るＪライセンス判定に与える影響を審議し、当該ライセンス

申請者のＪライセンスの取り消しに関する判定を行うこと

ができる。 

 

２－４〔法務基準の運用細則〕 

交付規則第36条に定める法務基準に対する運用細則を下表のとおり定める。 

 

基準 

番号 
等級 項目と運用細則 

L.01 Ａ ＡＦＣクラブ競技会出場への宣誓書 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は書式L-01をＣＬＡに提出する。 

(2) 提出期限は6月30日とする。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 提出書類は期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がないか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

以下のいずれかに該当する場合は、本基準を満たさないものと

する。 

① 書式 L-01を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② ライセンス申請者が書式 L-01を提出したものの、Ｊライセ

ンスが交付される前に書式 L-01に記載された内容に対す

る違反行為を行っていたことが明らかとなったとき 

L.02 Ａ クラブの登記情報 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は基準 L.02および書式L-01に定める文書

類をＣＬＡに提出する。 

(2) 提出期限は6月30日とする。  
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２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定  

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基準は

満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき  

４．基準 L.02に対するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 提出書類は、ライセンス申請者が初めてＪライセンスの交付を

申請する場合はすべて提出する。翌年度以降は、提出書類に変

更があった場合に、変更対象となった書類のみを提出する。 

(2) 当該書類の内容に変更がない場合は、その旨を記した書式

(書式L-02)を提出すれば足りるものとする。 

L.03 Ａ 他クラブの経営等への関与の禁止 

１．提出書類と期限 

基準L.01と同じ提出書類および期限とする。 

２．審査 

基準 L.01の審査に包含する。 

３．判定 

基準 L.01の判定に包含する。 

L.04 Ａ クラブ内の懲戒手続き 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は、以下の文書類をすべて提出する。 

① ライセンス申請者の就業規則の原本の写し 

② ライセンス申請者の選手との選手契約書およびそれに付帯

する覚書の写し 
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③ 基準P.02から基準P.15に該当する者とライセンス申請者が

別途契約書およびそれに付帯する覚書を交わしている場合

は、それらの書式の写し 

(2) 前項に定める書類の提出期限はすべて6月30日とする。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 提出書類はすべて期限までに提出されたか 

② 提出書類の記載内容に遺漏がなく、必要事項がすべて記入

されているか 

③ 提出書類の記載内容は虚偽でないか、また、その真偽を常

に確認できる状態にあるか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

４．基準L.04に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 提出書類は、ライセンス申請者が初めてＪライセンスの交付

を申請する場合はすべて提出する。翌年度以降は、提出書類

の内容または人員、契約内容に変更があった場合に、変更対

象となった書類のみを提出する。 

(2) 当該書類の内容に変更がない場合は、その旨を記した書式

（書式L-04）を提出すれば足りるものとする。 

(3) ライセンス申請者の就業規則には、社員がＪＦＡおよびＪリ

ーグの諸規程を遵守する旨の条項を盛り込むようにするこ

とが望ましい。また、ライセンス申請者の取締役・監査役は、

その役職の範囲にかかわらず、当該条項に従うことにつき、

本人の書面による承諾を得ることが望ましい。 

L.05 Ｃ 選手と社員のための行動規範 

ライセンス申請者は、基準L.05に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。  
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L.06 Ｃ 顧問弁護士（リーガルオフィサー） 

ライセンス申請者は、基準L.06に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。 

 

 

２－５〔財務基準の運用細則〕  

交付規則第37条に定める財務基準に対する運用細則を下表のとおり定める。 

 

基準 

番号 
等級 項目と運用細則 

F.01 Ａ 年次財務諸表（監査済み） 

１．提出書類 

(1) 基準F.01に基づき、ライセンスを申請する日の属する事業年

度の前年度における以下の書式すべてをＣＬＡに提出する。 

① 日本国の会社法施行規則および会社計算規則に定める、以

下の書類一式 

イ. 事業報告 

ロ. 附属明細書（事業報告関係） 

ハ. 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表） 

ニ. 附属明細書（計算書類関係） 

② 監査法人、または公認会計士による監査報告書 

③ 法人税確定申告書一式。ただし、以下の書式のうち、ライ

センス申請者が作成し、税務当局に提出したものはすべて

ＣＬＡに提出する 

イ. 別表一から別表二十関係の書式および特別償却の付表 

ロ. 勘定科目内訳明細書 

④ 消費税および地方消費税の申告書およびそれに添付する付表2 

⑤ 都道府県民税・事業税確定申告書（第六号様式）一式。た

だし、第六号様式別表一から別表十四までのうち、ライセ

ンス申請者が作成し、税務当局に提出したものをすべてＣ

ＬＡに提出する 

⑥ 法人市民税（区市町村民税）確定申告書（第二十号様式） 

⑦ 固定資産減価償却内訳表 （A4サイズで書式自由とし、資

産ごとの取得価額、期首帳簿価額、減価償却費、期末帳簿
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価額が分かるものとする） 

⑧ 前年度の損益実績表（Ｊリーグ指定書式） 

⑨ 前年度末日現在の株主一覧表または正会員一覧表 

⑩ 前年度末日現在の残高試算表（貸借対照表、損益計算書の

両方を提出。月次推移表形式での提出が望ましい） 

(2) 前項に定める書類の提出期限は、ライセンス申請者が定款で

定める事業年度の最終日から90日以内とする。 

２．審査  

Ｊリーグは、以下のとおり審査を行う。 

① 年次財務諸表一式の提出を受けたＣＬＡが、提出物がすべ

てそろっているかを確認し、ライセンス申請者の前期損益

および前期末現在の純資産額を調査する 

② ＣＬＡとライセンス評価チームが年次財務諸表一式の内容

について検討と分析を行い、現地ヒアリング調査を行うラ

イセンス申請者を選定する。財務状態が良好で会計の正確

性もあり、現地ヒアリングを行う必要がないと判断される

ライセンス申請者に対しては、ＣＬＡがその旨を連絡する 

③ ＣＬＡおよびライセンス評価チームがライセンス申請者に

対し、ヒアリング調査を行う。ヒアリング調査は経営状況、

会計管理に関する調査のほか、交付規則に定める各基準全

般についても行う 

④ ライセンス申請者が交付規則および本運用細則に定める条

件を満たしていない場合は、ＣＬＡおよびライセンス評価チ

ームは現地ヒアリングにおいてその条件を満たしていない

ことを確認のうえ、その内容についてクラブに説明を行う 

⑤ ＣＬＡおよびライセンス評価チームは現地ヒアリングにお

いて、ライセンス申請者がＪライセンスの交付を受けるに

あたって経営上の改善努力が必要と認められる場合は、そ

の場で当該項目について助言することができる 

３．判定 

判定は、原則としてライセンス申請者の個別財務諸表で行うもの

とする。ただし、第3項2号に該当する場合には、この限りではない。 

(1) ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、基

準F.01は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 
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(2) 提出された財務諸表に基づいて審査を行い、以下のいずれか

に該当する場合は基準F.01を満たさないものとする。 

① 3期連続で当期純損失を計上した場合 

② ライセンスを申請した日の属する事業年度の前年度末日現

在、純資産の金額がマイナスである（債務超過である）場

合 

③ Ｊリーグからの指摘に基づき、過年度の決算の修正が必要

となった場合において、過年度の決算を修正した結果、前2

号に示す事態となった場合 

(3) 第37条2項の関連する会社等（以下「関連する会社等」とい

う）については以下のように取り扱う。 

① 関連する会社等とは、会社法に定める子会社のほか、事業

内容、人事、資金、取引などの関係を総合的に勘案してＦ

ＩＢが決定できるものとする。 

② ライセンス申請者の個別財務諸表のみで判定を行うと著し

く不公平になるとＦＩＢが判断した場合には、以下の方法

などで判定を行うことができるものとする。なお、判定の

方法はＦＩＢが最も合理的な方法であると判断した方法に

よるものとする。 

イ. ライセンス申請者の個別財務諸表と関連する会社等の

個別財務諸表との合算数値 

ロ. 連結財務諸表 

ハ. ライセンス申請者の個別財務諸表から、関連する会社

等との内部取引を消去した財務諸表 

４．基準F.01に関するその他の遵守事項および注意事項 

基準F.01にいう「公認会計士または監査法人の監査」とは、以下

のいずれかにあてはまるものとする。 

① ライセンス申請者が会計監査人を設置し、会計監査人によ

る法定監査を受けること 

② 会計監査人設置会社でないライセンス申請者が、公認会計

士または監査法人と任意で契約を締結し、決算時会計監査

を受け、それらの 報告書の提出を受けること 

③ 連結親会社をもつライセンス申請者が、当該親会社の会計

監査人から連結子会社監査を受け、当該親会社に対する、

当該会計監査人による連結財務諸表の監査報告書の提出を

受けること 
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F.02 Ｃ 中間財務諸表（監査済み） 

ライセンス申請者は、基準F.02に該当する書類や資料等がある場

合は、随時ＣＬＡに提出できる。 

F.03 Ａ 選手移籍活動によって生じる他のフットボールクラブに対する期

限経過未払金の皆無 

１．提出書類と期限  

書式L-01を提出書類として適用する。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 書式L-01は期限までに提出されたか  

② 書式L-01の記載内容に遺漏がないか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

以下のいずれかに該当する場合は、本基準を満たさないものとする。 

① 書式L-01を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② ライセンス申請者が書式 L-01を提出したものの、Ｊライセ

ンスが交付される前に書式 L-01に記載された内容に対す

る違反行為を行っていたことが明らかとなったとき 

４．基準F.03に対するその他の遵守事項および注意事項 

ライセンス申請者は、移籍補償金（および連帯貢献金）、トレ

ーニング費用、トレーニングコンペンセーション等、選手移籍に

関して発生する費用の支払いにつき、遺漏なく手続きを行わなけ

ればならない。なお、トレーニング費用等の支払いが免除される

場合は、トラブル防止のため、その記録を書面で残すようにしな

ければならない。 

F.04 Ａ 従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無 

１．提出書類と期限 

書式L-01を提出書類として適用する。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 書式L-01は期限までに提出されたか 

② 書式L-01の記載内容に遺漏がないか 
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(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

以下のいずれかに該当する場合は、本基準を満たさないものとする。 

① 書式L-01を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② ライセンス申請者が書式 L-01を提出したものの、Ｊライセ

ンスが交付される前に書式 L-01に記載された内容に対す

る違反行為を行っていたことが明らかとなったとき 

４．基準F.04に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) ライセンス申請者が税務調査を受けた結果、修正申告、重加

算税の納付が必要になった場合は、基準 F.04にいう「未払

金」の対象外とする。 

(2) ライセンス申請者が賃金未払いにともなう訴えを起こされた場

合は、ＣＬＡおよびＦＩＢがその訴えの内容を別途検討し、Ｊラ

イセンス交付判定の判断材料に加えるかどうかを決定する。 

F.05 Ａ ライセンス交付の決定に先立つ表明書 

１．提出書類と期限 

(1) ライセンス申請者は書式F-05をＣＬＡに提出する。 

(2) 提出期限はＪリーグが別途指定する。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 書式F-05は期限までに提出されたか 

② 書式F-05の記載内容に遺漏がないか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

以下のいずれかに該当する場合は、本基準を満たさないものとする。 

① 書式F-05を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② 一度書式F-05を提出したライセンス申請者が、Ｊライセン

スが交付される前に書式 F-05の記載内容に対する違反行

為を行ったとき 

４．基準F.05に関するその他の遵守事項および注意事項  
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基準F.05にいう「ライセンス申請者の財務状況に（好影響か悪

影響かを問わず）影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事

象」の例は、原則として以下のとおりとする。ただし、以下の各

号にかかわらず、ライセンス申請者は、ライセンス申請者の財務

状況に影響を及ぼす出来事があった場合には、影響の大小にかか

わらずＣＬＡにその内容を報告し、基準F.05の適用について相談

するようにしなければならない。 

① 好影響を及ぼし得るような事象 

イ. 増資等の資本政策により、資本の状況が好転する場合

（Ｊリーグ規約第24条に定める手続きが別途必要となる） 

ロ. 高額の増収要因の発生 

ハ. 高額の費用削減効果が見込める計画の立案や、当該事

象の発生 

② 悪影響を及ぼし得るような事象 

イ. 自然災害および事件、事故により、クラブの所有資産、

賃借物件が物理的な被害を受けたとき。ただし、当該

被害の状況が甚大で、基準F.05に定める書式の提出期

限までに書式を提出することが難しい場合は、ＬＭは

提出期限について配慮する 

ロ. 契約金額が1,000万円以上のスポンサーまたは売上先

が倒産した場合、もしくは売上金の入金期限から3ヶ月

を超えても入金がない場合  

ハ. 株主構成や取締役の構成に重大な変化が発生する場合 

ニ. 基準F.06(2)で提出した当期の損益見込においては当

期純利益を計上する見込であったが、当期純損失を計

上することが見込まれる場合 

ホ. 基準F.06(2)で提出した当期の損益見込から、当期純利

益（損失）が30%以上下ぶれることが見込まれる場合 

③ 前各号のほか、ＬＭがライセンス申請者に対し書式の提出

を指示した事項 

F.06 Ａ 予算および予算実績、財務状況の見通し 

１．提出書類 

(1) 基準F.06(1)については、ライセンスを申請する日の属する事

業年度の前年度の末日までに以下の書類を提出する。ただし、

ＬＭが締切日を別途指定した場合には、この限りではない。 

① ライセンス申請者の、ライセンスを申請する日の属する事業
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年度の予算書で、当該予算の科目ごとの明細が添えられてい

るもの（ライセンス申請者が独自に使用している書式でよい） 

② 前号の予算書の内容を、Ｊリーグ指定フォーマットに転記

したもの 

(2) 基準F.06(2)については、以下の書類を提出する。提出期限

は6月30日とする。 

① 4月30日現在の当期資金繰り予測表（借入等、必要な資金調

達に関する説明を含む） 

② 4月30日現在の、ライセンス申請者の当期の経営状況に関す

る資料。ただし書式は自由とし、以下の内容が含まれてい

るものとする 

イ. 当期の営業収入予算につき、4月30日現在の達成状況お

よびその要因が把握できるもの 

ロ. 当期の営業費用予算につき、4月30日現在の達成状況お

よびその要因が把握できるもの 

ハ. 当期の損益見込 

③ 当期の業績に関する対策（ＬＭが個別に指定したクラブの

み対象とする。業績改善に向け、すでに講じた、あるいは

今後講じる対策の内容を詳細に記載すること） 

２．審査  

Ｊリーグは、以下のとおり審査を行う。 

(1) 書類の提出を受けたＣＬＡが、提出物がすべてそろっている

かを確認する。 

(2) ＣＬＡ（ライセンス評価チームを含む）が提出書類をもとに、

ライセンス申請者の経営の安定性に関し、ライセンス申請日

の属する事業年度中または翌事業年度中において資金不足に

陥る可能性または経営の継続が困難となる可能性ついて総合

的な検討と分析を行う。このとき、基準F.01に対する提出書

類を基準F.06に対する審査資料として加えることができる。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。 

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

③ 審査において、再三の注意にもかかわらず、ＦＩＢまたは

ＣＬＡの指示に従わず、審査に協力しなかったとき 
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④ 審査の結果、ライセンス申請日の属する事業年度または翌

事業年度において、資金不足に陥る可能性または経営の継

続が困難となる可能性が高いと判断される場合 

⑤ 審査の結果、ライセンス申請者の財務状況がすでに基準

F.01に対する運用細則の内容を充足する内容でないと判断

される場合 

４．基準F.06に関するその他の遵守事項および注意事項 

ＣＬＡはヒアリング調査において、ライセンス申請者がＪライ

センスの交付を受けるにあたって経営上の改善努力が必要と認め

られる場合は、その場で当該項目について助言することができる。 

F.07 Ａ ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務 

１．提出書類と期限 

ライセンス申請者は、基準F.07に定められた期日までに、書式

F-07をＣＬＡに提出する。 

２．審査 

(1) Ｊリーグは、以下の点につき審査を行う。 

① 書式F-07は期限までに提出されたか 

② 書式F-07の記載内容に遺漏がないか 

(2) Ｊリーグは、前項の審査に関連して、ライセンス申請者から

提出された資料に関する調査を行うことができ、ライセンス

申請者はこれを拒むことができない。 

３．判定 

以下のいずれかに該当する場合は、本基準を満たさないものとする。 

① 書式F-07を期限までに提出せず、ＣＬＡからの提出指示に

従わないとき 

② ライセンス申請者が書式F-07を提出したものの、Ｊライセ

ンスが交付される前に書式 F-07に記載された内容に対す

る違反行為を行っていたことが明らかとなったとき 

４．基準F.07に関するその他の遵守事項および注意事項 

(1) 基準F.07にいう「クラブの事業継続に悪影響を及ぼし得る出

来事」の詳細は、基準F.05の運用細則に準じる。 

(2) ＣＬＡおよびライセンス評価チームは、書式F-07の内容に基

づき、必要に応じてライセンス申請者に対するヒアリング調

査を行い、調査の結果、ライセンス交付シーズンに対するＪ

ライセンス判定に影響があると判断される場合には、その内

容をＦＩＢに報告する。 
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(3) ＦＩＢは前項の報告に基づき、当該ライセンス申請者に対す

るＪライセンス判定に与える影響を審議し、当該ライセンス

申請者のＪライセンスの取り消しに関する判定を行うこと

ができる。 

F.08 Ａ 財務状況の見通しの修正義務 

１．提出書類と期限 

(1) Ｊリーグは、基準F.06に基づいて行われるヒアリングの結

果、本来記載または報告すべき内容が基準F.06に基づいて提

出される資料から欠落していたと判断した場合には、ＣＬＡ

がライセンス申請者にその内容を具体的に通知し、ライセン

ス申請者は F.06に定める資料の再提出を行う。 

(2) 前項にいう資料再提出の締切は、ＬＭが個別に決定する。 

２．審査 

基準F.06と同様の審査を行う。 

３．判定 

ライセンス申請者が以下のいずれかの状況である場合は、本基

準は満たさないものとする。  

① 提出書類の内容が虚偽であったとき 

② 提出期限までに書類を提出せず、かつ、ＣＬＡからの提出

指示に従わなかったとき 

③ 審査の結果、ライセンス申請者の財務状況が基準F.01の運

用細則を充足する内容でないと判断される場合 
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３．ライセンス申請フロー 

期日
フロー１

フロー２

フロー３-Ａ

フロー３-Ｂ

フロー４

フロー５-Ａ フロー５-Ｂ

フロー６

フロー７

フロー８

フロー９

フロー10

フロー11

フロー12-Ａ フロー12-Ｂ-１

フロー12-Ｂ-２

フロー12-Ｂ-３

フロー12-Ｂ-４

フロー12-Ｂ-４

フロー13

J ライセンス交付確定 J ライセンス不交付確定

フロー14

または
ＣＬＡまたはライセンス評価チームによる

申請書類の精査

フロー

1月31日
まで ＣＬＡがＪライセンス申請要領をＪ１・Ｊ２・Ｊ３クラブに通知し、ライセンス・パッケージを配布

6月30日 ライセンス申請者が申請書類をそろえ、ＣＬＡに提出完了
（書類によって、締切は複数設けられている）

ＡB によるＪライセンス決定
（「ＡＢ決定書」送付）

ライセンス申請者が書式F-05 を提出

ＣＬＡ（およびライセンス評価チーム）がライセンス評価報告書を作成

ＣＬＡがFIB にライセンス評価報告書を提出

FIB によるＪライセンス決定会議

ＦＩＢによる審問（該当者のみ）

FIB によるＪライセンス決定（「FIB 決定書」送付）

Ｊライセンス交付／制裁つきＪライセンス交付／Ｊライセンス交付拒絶

7月14日
まで

8月24日
まで

8月25日
～8月31日

9月5日まで

9月30日
まで

クラブライセンス事務局が上訴審査書を作成

ＣＬＡがライセンス申請者の申請書類に不備がないか確認

ライセンス申請者が申請書類の
不備を修正して再提出

ＣＬＡの各ライセンス基準担当者による申請書類の検査

ＣＬＡまたはライセンス評価チーム
による現地ヒアリング

10月14日
まで

10月25日
まで

10月30日
まで

10月31日
まで

制裁つき J ライセンス交付確定

ＣＬＡがＪライセンス決定内容についてＡＦＣに通知する

FIB の決定を受諾
（ライセンス申請者およびＬＭ）

上訴申立て・証拠資料提出
（ライセンス申請者またはLM）

AB による審問

AB によるJ ライセンス決定会議（上訴審）
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フロー１ 

(1) ＬＭは、1 月 1 日から 1 月 31 日までの間に、Ｊライセンスの交付申請受付の開始を、Ｊライ

センス交付申請を希望するクラブに通知する。 

(2) ＬＭは、前項の通知と合わせ、Ｊライセンスの交付申請に必要となるライセンス申請書類一

式（以下「ライセンス・パッケージ」という）をクラブに送付する。 

(3) Ｊライセンス交付申請を行う予定のクラブのうち、2月1日になってもライセンス・パッケー

ジが届かなかったクラブは、ＣＬＡに連絡のうえ、ライセンス・パッケージの送付を受ける。

ただし、ライセンス・パッケージの到着が遅れた場合であっても、ライセンス交付申請にか

かる提出書類の提出期限は変更されない。 

 

フロー２ 

(1) Ｊライセンスの交付を申請するクラブは、交付規則および本運用細則に記載された提出期限

までに、交付規則および本運用細則に定められた作成方法に従ってライセンス申請書類を作

成し、ＣＬＡに提出する。 

(2) ライセンス申請者は、ライセンス申請書類を本運用細則１－４に定められた方法により提出

する。 

(3) 交付規則および本運用細則に定められた申請書類の提出期限は厳守しなければならない。提

出期限内にライセンス申請書類を提出しなかったクラブは、原則としてＪライセンスの交付

を申請しなかったものとみなされる。 

(4) ライセンス申請者の責めに帰すべからざる事情により、ライセンス申請書類を提出期限内に

提出できない場合は、交付規則第24条第7項の定めに従い、ライセンス申請書類の提出締め

切りの延長を申請することができる。 

 

フロー３－Ａ 

(1) ＣＬＡは、ライセンス申請者が提出したライセンス申請書類を受領したときには、受領した

旨をライセンス申請者に連絡する。 

(2) ライセンス申請書類を受領したＣＬＡは、ライセンス申請書類の内容を検査し、受領から2

週間以内に書類に不備があるかどうかを確認する。 

(3) ライセンス申請書類に不備がある場合には、ＬＭがライセンス申請者に不備の内容を通知し

たうえで、期限を決めてライセンス申請書類の明瞭化を求め、または再提出を指示すること

ができる。当該ライセンス申請者はフロー3-Bに進み、ライセンス申請書類に不備がなかっ

たライセンス申請者はフロー4に進む。なお、フロー4に進むライセンス申請者に対しては、

ＬＭは特にその旨を連絡する必要はない。 

(4) ライセンス申請書類に不備が多すぎるなど、ライセンス申請者がライセンス申請書類の作成

および提出にあたり十分な注意を払ったとＣＬＡが評価できないような場合には、ＬＭは、

その完全な自由裁量により、当該ライセンス申請者に対し事情聴取を行ったうえで、ライセ

ンス申請書類を再提出させる機会を与えないことができる。 
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フロー３－Ｂ 

(1) ライセンス申請書類の不備をＬＭに指摘されたライセンス申請者は、定められた期限までに

ライセンス申請書類の内容を明瞭化し、あるいは申請書類の不備を修正してＣＬＡに再提出

する。期限までにＬＭからの提出指示に従わなかった場合は、原則として明瞭化する前、あ

るいは修正前の資料がライセンス申請書類として扱われる。 

(2) 不備を修正して再提出したライセンス申請書類に不備があってはならない。再提出したライ

センス申請書類に不備がある場合には、原則としてそのままライセンス申請書類として扱わ

れる。 

(3) ライセンス申請書類が再提出された場合は、原則として再提出された方を正として扱う。 

 

フロー４ 

(1) フロー3においてライセンス申請書類が整ったことを確認したのち、ＣＬＡがライセンス申

請書類に基づき審査を開始する。 

(2) ＣＬＡは交付規則および本運用細則に定める審査方法に従って審査を行い、その結果をまと

めたうえで必要に応じライセンス評価チームに報告し、ライセンス交付審査上の論点を共有

する。 

 

フロー５－Ａ  

(1) ＣＬＡはライセンス申請者に対しヒアリング調査を行う。なお、ＣＬＡは当該調査をライセ

ンス評価チームに委任することができる。 

(2) ＬＭは当該ライセンス申請者に対し、ＣＬＡまたはライセンス評価チームが調査を実施する

旨を事前に通知しなければならず、当該ライセンス申請者は調査を拒絶してはならない。 

(3) ＣＬＡまたはライセンス評価チームは、前項のヒアリング調査を、原則として8月20日まで

に、対象としたすべてのライセンス申請者について完了させる。 

(4) ヒアリング調査はＬＭがライセンス評価チームメンバーのなかから3名程度の班を編成して

行う。また、ＬＭは、交付規則に定める各ライセンス基準に精通する者をＣＬＡのなかから

指名し、班に加えることができる。 

(5) ライセンス評価チームは基本的に、交付規則のうち「財務基準」について、提出書類をもと

に詳細な分析および調査を行う。ただし、ライセンス評価チームは、交付規則のうち「財務

基準」以外のライセンス基準についてもヒアリング調査を行うことができる。 

(6) ライセンス評価チームによるヒアリング調査は、交付規則および本運用細則に沿って責任を

持って行われなければならず、ライセンス申請者すべてを公平に扱わなければならない。 

(7) ヒアリング調査の結果、ライセンス申請者の経営の進捗状況いかんによってＪライセンスが

交付されなくなるおそれがあり、当該ライセンス申請者がＪライセンスの交付を目指すうえ

で努力を要すると判断される場合には、ライセンス評価チームは当該事象を「ライセンス評

価報告書」によってＬＭに報告する。 

(8) 前項においてライセンス評価チームから報告を受けたＬＭは、報告に基づいて当該ライセン

ス申請者に対し、文書にて経営上の是正通知を出すか否かを決定する。当該文書には、Ｊラ
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イセンスの交付を目指すうえで努力が必要である点とその根拠を明示する。 

(9) 前2項にかかわらず、ライセンス評価チームはライセンス申請者に対し、クラブ経営に関し

て助言を行うことができる。 

 

フロー５－Ｂ 

(1) ＣＬＡはライセンス申請者の経営状況を把握するためのヒアリング調査に代えて、ライセン

ス申請者の提出書類に基づく分析、調査をライセンス評価チームに委任することができる。 

(2) ＣＬＡまたはライセンス評価チームは、前項にいう調査を、原則として8月20日までに、対

象としたすべてのライセンス申請者について完了させる。 

(3) 提出書類に基づく調査は、ＬＭがライセンス評価チームメンバーのなかから3名程度の班を

編成して行う。また、ＬＭは、交付規則に定める各ライセンス基準に精通する者をＣＬＡの

なかから指名し、班に加えることができる。 

(4) ライセンス評価チームは基本的に、交付規則のうち「財務基準」について、提出書類をもと

に詳細な分析および調査を行う。ただし、ライセンス評価チームは、交付規則のうち「財務

基準」以外のライセンス基準についても調査を行うことができる。 

(5) 提出書類に基づく調査の結果、ライセンス申請者に対し、フロー5-Aに定めるヒアリング調

査を行う必要があるとライセンス評価チームが判断した場合は、ライセンス評価チームはヒ

アリング調査が必要な理由をＬＭに説明し、ＬＭの承認を得たうえで、フロー5-Aに審査を

移行する。 

(6) ヒアリング調査の結果、ライセンス申請者の経営の進捗状況いかんによってＪライセンスが

交付されなくなるおそれがあり、当該ライセンス申請者がＪライセンスの交付を目指すうえ

で努力を要すると判断される場合には、ライセンス評価チームは当該事象を「ライセンス評

価報告書」によってＬＭに報告する。 

(7) 前項においてライセンス評価チームから報告を受けたＬＭは、報告に基づいて当該ライセン

ス申請者に対し、文書にて経営上の是正通知を出すか否かを決定する。当該文書には、Ｊラ

イセンスの交付を目指すうえで努力が必要である点とその根拠を明示する。 

(8) 前2項にかかわらず、ライセンス評価チームはライセンス申請者に対し、クラブ経営に関し

て助言を行うことができる。 

 

フロー６ 

(1) ライセンス申請者は、8月25日から31日の間に書式F-05をＣＬＡに提出する。ただし、交付

規則第37条の基準F.05に該当する事象が発生した場合には、書式 F-05に当該事象の具体的

内容を記入のうえ、最終締め切り日を待たずにただちにＣＬＡに提出しなければならない。 

(2) ＣＬＡは、ライセンス申請者から提出された書式F-05の内容を検査する。ＣＬＡは交付規則

の財務基準に対するライセンス申請書類およびフロー5における調査結果と、書式 F-05の記

載内容とを合わせ、以下の項目について検討する。 

① ライセンス申請者の財務状況が、ライセンス申請書類提出時点に比べ、Ｊライセンス交

付判定に影響を及ぼす程度に変化しているか 
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② 交付規則F.05に該当するとして書式F-05に記載された事象は、偶発的なものか否か、ま 

たその事象はライセンス申請者に短期的または中長期的な影響を及ぼすか否か 

③ その他、ライセンス申請書類提出時点と比較しての、ライセンス申請者の財務状況の変化 

(3) ＣＬＡは、前項の検討の結果をまとめ、その内容をフロー7にいう「ライセンス評価報告書」

に盛り込み、ＦＩＢに提出する。 

 

フロー７ 

(1) フロー4からフロー6までの調査を経て、ライセンス評価チームおよびＣＬＡは共同して「ラ

イセンス評価報告書」を作成する。当該ライセンス評価報告書の責任者はＣＬＡとし、ライ

センス評価チームはライセンス評価報告書の起案その他について全面的に協力する。 

(2) 前項にいうライセンス評価報告書は、すべてのライセンス申請者について作成する。 

(3) ライセンス評価報告書は以下の項目から構成される。 

① ライセンス申請者に対し、Ｊライセンスを交付することが適当か否か 

② 制裁を科すことが適当か否か、適当な場合は推奨する制裁の内容 

③ 前2号の結論についての具体的かつ詳細な理由 

(4) 前項の内容に加え、ライセンス報告書には、必要に応じ、以下の項目を含むことができる。 

① 交付規則第8章から第12章に定める各ライセンス基準のそれぞれに対する評価 

② 交付規則第8章から第12章に定める各ライセンス基準に対する到達の度合い 

③ ライセンス申請者の財務状況、および近い将来に対する財務状況予測に対する評価、所見

および注意事項 

④ ライセンス評価チームによる調査所見 

⑤ その他、ライセンス申請者の経営状況に対する今後の注意点 

(5) ライセンス申請者は、ＣＬＡに対して、ライセンス評価報告書の写しを交付することを請求

することができ、かかる場合、ＣＬＡは直ちにライセンス評価報告書の写しを交付する。 

 

フロー８ 

(1) ＣＬＡは、ライセンス評価報告書を、可及的速やかに、ただし遅くとも9月5日までにＦＩＢ

に提出のうえ、ＦＩＢにおけるＪライセンス決定会議の日時を決定し、ＦＩＢに文書にて通

知する。 

(2) ＦＩＢにおけるＪライセンス決定会議は、チェアマンが招集する。 

 

フロー９ 

(1) ＦＩＢにおけるＪライセンス決定会議を開催する。開催日は原則として9月1日から9月26日

までの間に設定されるものとする。 

(2) ＦＩＢはＪライセンス決定会議において、以下の各項目について決定する。 

① ライセンス申請者にＪライセンスを交付するか否か 

② Ｂ等級を充足しなかったライセンス申請者に対し、Ｊライセンスの交付に付帯して制裁を

科するか、また、科す場合にはその内容 
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③ Ｊライセンスの交付に付帯して、ライセンス申請者に是正指導を通知する場合は、その指

導内容 

(3) Ｊライセンス決定会議において判定の根拠として用いられる資料は以下の通りとする。 

① ライセンス申請者が提出したライセンス申請書類 

② 審問が開かれたときは、審問期日に顕れた一切の記録 

③ その他、ＦＩＢがＪライセンス交付判定に必要と判断した資料 

(4) ＣＬＡは、必要に応じ、Ｊライセンス決定会議に出席し、ライセンス申請者に対する所見を

述べることができる。 

(5) ＦＩＢは、必要と判断される場合には、文書にて通知のうえ、ＣＬＡ職員立ち会いのもと、

ライセンス申請者が提出したライセンス申請書類の内容について、当該申請者から直接説明

を受けることができる。 

 

フロー１０ 

ＦＩＢがＪライセンスの交付の拒絶または制裁を科すことを決定する場合は、ＦＩＢは、当該

ライセンス申請者に対して弁明の機会を付与するために審問を開くものとする。ＦＩＢは、ＬＭ

およびライセンス申請者に対して、審問期日の少なくとも1週間以上前に書面により審問期日お

よび場所を通知するものとする。 

 

フロー１１ 

(1) Ｊライセンス決定会議の結果、ＦＩＢはライセンス申請者に対し、以下のいずれかの決定を

出し、当該ライセンス申請者に内示したうえ、交付規則第26条第1項に基づき、9月30日まで

に文書（「ＦＩＢ決定書」）にて通知する。ＦＩＢは、Ｊライセンスの交付に合わせて是正

指導を行うことができる。 

① Ｊライセンスを交付する 

② Ｊライセンスを交付し、あわせてＢ等級未充足に対する制裁を科す 

③ Ｊライセンスの交付を拒絶する 

(2) ＦＩＢ決定書を受領したライセンス申請者は、ＦＩＢ決定書を受領した日より2週間以内に

以下のいずれかを選択する。 

① ＦＩＢの決定を応諾する（フロー12-Aに進む） 

② ＡＢに上訴する （フロー12-B-1に進む） 

(3) ライセンス申請者に対してＪライセンスを交付する旨のＦＩＢの決定に不服がある場合は、

ＬＭは、ＦＩＢ決定書を受領した日より2週間以内にＡＢに上訴することができる（フロー

12-B-1に進む）。 

 

フロー１２－Ａ 

(1) ＦＩＢの決定を応諾するライセンス申請者は、ＦＩＢ決定書を受領した日より2週間以内に

その旨を文書にてＣＬＡに通知する。ＬＭが上訴していない限り、当該文書がＣＬＡに送達

された時点で、ＦＩＢの決定が確定する。 
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(2) 前項の文書をＣＬＡに送付したライセンス申請者は、当該文書を撤回することができない。 

(3) 前2項の規定にかかわらず、ライセンス申請者が ＦＩＢ決定書を受領した日より2週間以内

に上訴の申立てを行わなかった場合は、ＬＭが上訴していない限り、ＦＩＢの決定が確定す

る。 

 

フロー１２－Ｂ－１ 

(1) 上訴を決定したライセンス申請者またはＬＭは、「上訴申立書」およびそれと同時に提出す

る証拠書類を、ＦＩＢ決定書を受領した日より2週間以内にＣＬＡに提出する。上訴人がラ

イセンス申請者の場合は、上訴申立日から2週間以内に上訴手数料10万円をＪリーグに支払

う。 

(2) ＣＬＡは、前項にいう上訴申立書を、受領後ただちにＡＢに提出のうえ、ＡＢにおけるＪラ

イセンス上訴審の審問期日を決定し、上訴人に文書にて通知する。 

(3) ＡＢは、審問期日において、上訴人に対して、上訴の理由について説明する機会を与えるも

のとする。 

(4) ＣＬＡの職員は、審問に出席し、ＡＢの求めに応じて上訴人に対する所見を述べることがで

きる。 

 

フロー１２－Ｂ－２ 

上訴申立書提出を受けて、ＣＬＡはＡＢが審査するための上訴審査書を作成し、10月25日まで

にＬＭ（ライセンス申請者が上訴した場合）またはライセンス申請者（ＬＭが上訴した場合）お

よびＡＢにＦＩＢ決定書、上訴申立書および上訴申立時に提出された追加証拠とともに送付する。 

 

フロー１２－Ｂ－３ 

ＣＬＡは、ＡＢにおける審問期日を指定し、上訴人に対して通知する。審問期日は10月30日ま

でに開催されるものとし、審問期日においては、ＡＢは、上訴人に対して上訴理由について説明

する機会を与えるものとする。 

 

フロー１２－Ｂ－４ 

(1) ＡＢによるＪライセンス決定会議を開催する。開催日は10月1日から10月31日までの間に設

定されるものし、交付規則第27条第3項に従い、10月31日までに当該上訴審の結論（ＡＢに

よる決定）が出されるものとする。 

(2) ＡＢにおいて決定の根拠として用いられる資料は以下の通りとする。 

① ＦＩＢ決定書 

② 上訴申立時までに上訴人からＦＩＢまたはＡＢに提出されたライセンス申請書類（上訴申

立書およびそれと同時に提出された証拠書類を含む） 

③ ＦＩＢおよびＡＢの審問期日において顕れた一切の記録 

④ その他、ＦＩＢでの判定に用いられた資料 

(3) ＣＬＡは、必要に応じ、Ｊライセンス決定会議に出席し、所見を述べることができる。 
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(4) ＡＢは、Ｊライセンス決定会議において、以下のいずれかの決定を行い、10月31日までに上

訴人に文書（「ＡＢ決定書」）で通知する。 

① ＦＩＢの決定を支持する 

② ＦＩＢの決定を破棄し、新たな決定を出す 

 

フロー１３ 

(1) ＦＩＢがライセンス申請者に対しＦＩＢ決定書を発送し、またはＡＢがライセンス申請者に

対しＡＢ決定書を発送する。当該決定書は、ＦＩＢ決定書は9月30日まで、ＡＢ決定書は10

月31日までに発送する。 

(2) ＦＩＢ決定書またはＡＢ決定書に付帯して是正指導が行われた場合、当該指導を受領したラ

イセンス申請者は、ＣＬＡが別途定める期日までに、是正指導に対する回答を文書にてＣＬ

Ａに送付する。 

(3) ＦＩＢまたはＡＢの決定により、Ｊライセンスの交付が受けられないこととなったライセン

ス申請者の取扱いは、Ｊリーグ理事会がこれを決定する。 

(4) ＦＩＢまたはＡＢの決定により、制裁を受けることとなったライセンス申請者は、決定内容

に従い処分を受ける。 

 

フロー１４ 

ＣＬＡは、Ｊライセンス交付が決定したクラブをＪリーグ理事会に報告のうえ、ＪＦＡを通じ

て原則として10月31日までにＡＦＣに通知する。 
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Ｊリーグ  クラブライセンス  交付後の違反事例に対する審査フロー 

期日

フロー15

フロー16

フロー17

フロー17-Ｂ

フロー18

フロー19

フロー20

フロー21

フロー22

フロー２２-Ａ フロー２２-Ｂ フロー２２-Ｃ

Ｊライセンス交付に影響しない Ｊライセンス取消し

フロー23-Ａ フロー23-Ｂ

フロー23-Ｂ-１

フロー23-Ｂ-２

フロー23-Ｂ-３

フロー17-Ａ フロー23-Ｂ-４

フロー23-Ｂ-５

フロー24

Ｊライセンス取消し 確定

AB による審問

フロー

ライセンシーがJ ライセンス交付規則に違反している事例の判明

ＣＬＡまたはライセンス評価チームがライセンシーから違反事例の詳細をヒアリング調査
（もしくはライセンシーからの事由書提出）

ＣＬＡが、調査続行か否かを決定

上訴申立て・証拠資料提出

ＣＬＡが上訴審査書を作成

FIB の決定を受諾
（ライセンス申請者およびＬＭ）

上訴
（ライセンシーまたはLM）

制裁 

ＣＬＡが FIB にライセンス評価報告書を提出

FIB による 決定会議

審問（該当者のみ）

FIBによる決定（「FIB決定書」送付）

ＣＬＡ・ライセンス評価チームによる
現地ヒアリング

フロー15から
2週間以内

ＣＬＡ（およびライセンス評価チーム）が調査報告書を作成、FIB 招集の是非を決定

AB による 決定会議（上訴審）

決定結果通知

制裁 確定

フロー15から
1か月以内

フロー15 から
2 か月以内

FIB 決定書
受領後

14 日以内

Ｊライセンス交付に
影響しない

ＣＬＡによる文書通知

上訴申立て
から

1か月以内
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フロー１５ 

ライセンシーが、交付規則第 23 条第 3 項各号のいずれかに該当する事態となっていることが

明らかになった場合、ＣＬＡは当該事態を調査のうえ、ＦＩＢに決定を求めることができる。 

 

フロー１６ 

(1) ＣＬＡはライセンシーに対し、当該事態の詳細につきヒアリング調査を行う。ヒアリング調

査に代えて、ライセンシーに事由書の提出を求めることができる。 

(2) ＣＬＡは前項にいうライセンシーへのヒアリング調査を、ライセンス評価チームに委任する

ことができる。 

 

フロー１７ 

フロー16 の調査の後、ＣＬＡが当該ライセンシーに対する調査を続行するか否かにつき、原則

として以下のとおり決定する。 

① 調査の結果、当該ライセンシーがライセンス基準に抵触せず、Ｊライセンスの保有に影響

がないと判断される場合には、ライセンシーにその旨を文書にて通知する（フロー17-A）。 

② 調査の結果、当該ライセンシーがライセンス基準に抵触するかそのおそれがあり、Ｊライ

センスの保有継続に影響を及ぼすと判断される場合には、ライセンシーにその旨を文書に

て通知のうえ、ＦＩＢに決定を求めるための調査を続行する（フロー17-B に進む）。 

 

フロー１７－Ｂ 

(1) ＣＬＡはライセンシーに対してヒアリング調査を行い、当該ライセンシーに対するＪライセ

ンス交付継続の影響について調査する。なお、ＣＬＡは当該ヒアリング調査をライセンス評

価チームに委任することができる。ＬＭは当該ライセンシーに対し、ＣＬＡまたはライセン

ス評価チームが調査を実施する旨を通知しなければならず、当該ライセンシーはヒアリング

調査を拒絶してはならない。 

(2) ＣＬＡまたはライセンス評価チームは、前項にいうヒアリング調査を、フロー15にいう事態

が明らかになった日から起算して1か月以内に完了させる。 

(3) ヒアリング調査はＣＬＡおよびライセンス評価チーム構成員のなかからＬＭが指名したも

のが行う。 

(4) ＣＬＡまたはライセンス評価チームによるヒアリング調査は、交付規則および本運用細則に

基づき、責任を持って行われなければならない。 

 

フロー１８ 

(1) フロー16およびフロー17-Bによる調査を経て、ライセンス評価チームおよびＣＬＡが共同で

ライセンシーの調査報告書を作成する。当該報告書の責任者はＣＬＡとし、ライセンス評価

チームは調査報告書の起案に関わるなど、全面的に協力する。 

(2) 前項にいう調査報告書は、フロー15にいう該当事態が明らかになった日から起算して1か月

以内に作成する。 
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(3) ＣＬＡの調査報告書には以下の内容が含まれる。 

① 当該ライセンシーがＪライセンスを保有し続けることが適切か否か 

② 当該ライセンシーに対して制裁を科すことが適切か否か、適切である場合にはその推奨す

る制裁の内容 

③ 前2号の結論についての具体的かつ詳細な理由 

④ ライセンス評価チームによる調査所見 

(4) ＣＬＡは、ライセンシーが調査報告書の交付を希望した場合には、ただちにその写しを送付

する。ライセンシーは、調査報告書の内容をライセンシー以外の第三者には一切開示しては

ならない。 

 

フロー１９ 

(1) ＣＬＡは、フロー18における調査報告書を、フロー15にいう事態が明らかになった日から1

か月以内にＦＩＢに提出のうえ、ＦＩＢにおける決定会議の日時を決定し、ＦＩＢに文書に

て通知する。 

(2) ＦＩＢにおける判定会議は、チェアマンが招集する。 

 

フロー２０ 

(1) ＦＩＢにおける決定会議を開催する。当該決定会議はフロー15にいう該当事態が明らかにな

った日から起算して2か月以内に完了するものとする。 

(2) ＦＩＢは決定会議において、以下の各項目について判定を行う。 

① ライセンシーがＪライセンスを保有し続けることの是非 

② Ｊライセンスの保有は認めるが制裁を科す場合は、ライセンシーに対してその内容 

③ Ｊライセンスの保有は認めるが是正指導を通知する場合は、その指導内容 

(3) 決定会議において判定の根拠として用いられる資料は以下の通りとする。 

① ライセンシーが提出した事由書 

② フロー18における調査報告書 

③ Ｊライセンス交付手続きにおいて提出された一切の資料 

④ 審問が開かれたときは、審問期日に顕れた一切の記録 

⑤ その他、ＦＩＢが判定に必要と判断した資料 

(4) ＣＬＡの職員は、ＦＩＢの求めに応じ、決定会議に出席し、ライセンシーに対する所見を述

べることができる。 

 

フロー２１  

ＦＩＢがＪライセンスの取消しまたは制裁を科すことを決定する場合は、ＦＩＢは、当該ライ

センシーに対して弁明の機会を付与するために審問を開くものとする。ＦＩＢは、ＬＭおよびラ

イセンシーに対して、審問期日の少なくとも1週間以上前に書面により審問期日および場所を通

知するものとする。 
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フロー２２ 

(1) ＦＩＢによる決定会議の結果、ＦＩＢはライセンシーに対し、以下のいずれかの決定を出し、

フロー15にいう事態が明らかになった日から2か月以内にクラブに文書（「ＦＩＢ決定書」）

にて通知する。  

① Ｊライセンスの保有に問題はない、またはＪライセンスの保有に問題はないが、付帯して

是正指導を行う（フロー22-A） 

② Ｊライセンスの保有を認めるが、別途制裁を科す（フロー22-B） 

③ Ｊライセンスの交付を取り消す（フロー22-C） 

(2)ＦＩＢ決定書を受領したライセンシーは、受領日から14日以内に以下のいずれかを選択する。 

① ＦＩＢの決定を応諾する（フロー23-Aに進む） 

② ＡＢに上訴する（フロー23-Bに進む） 

(3) Ｊライセンスの保有を認める旨のＦＩＢの決定に不服がある場合は、ＬＭは、ＦＩＢ決定書

を受領した日から14日以内にＡＢに上訴することができる（フロー23-Bに進む）。 

 

フロー２３－Ａ 

(1) ＦＩＢの決定を応諾するライセンシーは、ＦＩＢ決定書の受領日から14日以内にその旨を文

書にてＣＬＡに通知する。ＬＭが上訴していない限り、当該文書がＣＬＡに送達された時点

で、ＦＩＢの決定が確定する。 

(2) 前項の文書をＣＬＡに送付したライセンシーは、当該文書を撤回することができない。 

(3) 前2項の規定にかかわらず、ライセンシーまたはＬＭがＦＩＢ決定書の受領日より14日以内

に上訴の申立てを行わなかった場合は、ＬＭが上訴していない限り、ＦＩＢの決定が確定す

る。 

 

フロー２３－Ｂ－１ 

(1) 上訴を決定したライセンシーまたはＬＭは、「上訴申立書」およびそれと同時に提出する証

拠書類を、ＦＩＢ決定書の受領日から14日以内にまでにＣＬＡに提出する。上訴人がライセ

ンシーの場合は、上訴申立日から2週間以内に上訴手数料10万円をＪリーグに支払う。 

(2) ＣＬＡは、前項にいう上訴申立書を、受領後ただちにＡＢに提出のうえ、ＡＢにおけるＪラ

イセンス上訴審の審問期日を決定し、上訴人に文書にて通知する。 

(3) ＡＢは、審問期日において、上訴人に対して、上訴の理由について説明する機会を与えるも

のとする。 

(4) ＣＬＡの職員は、審問に出席し、ＡＢの求めに応じて上訴人に対する所見を述べることがで

きる。 

 

フロー２３－Ｂ－２ 

上訴申立書の提出を受けて、ＣＬＡはＡＢが審査するための上訴審査書を作成し、上訴申立て

日から7日以内にＬＭ（ライセンシーが上訴した場合）またはライセンシー（ＬＭが上訴した場

合）およびＡＢにＦＩＢ決定書、上訴申立書および上訴申立時に提出された追加証拠とともに送
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付する。 

 

フロー２３－Ｂ－３  

ＣＬＡは、ＡＢにおける審問期日を指定し、上訴人に対して通知する。審問期日は上訴申立書

の提出日から 3 週間以内に開催されるものとし、審問期日においては、ＡＢは、上訴人に対して

上訴理由について説明する機会を与えるものとする。 

 

フロー２３－Ｂ－４ 

(1) ＡＢによる決定会議を開催する。開催日は上訴申立て日から1か月以内に設定されるものと

する。 

(2) ＡＢにおいて決定の根拠として用いられる資料は以下の通りとする。 

① ＦＩＢ決定書 

② 上訴申立時までに上訴人からＦＩＢまたはＡＢに提出されたライセンス申請書類（上訴申

立書およびそれと同時に提出された証拠書類を含む） 

③ ＦＩＢおよびＡＢの審問期日において顕れた一切の記録 

④ その他、ＦＩＢでの判定に用いられた資料 

 

フロー２３－Ｂ－５ 

ＡＢは、決定会議において、以下のいずれかの決定を行い、決定日から1週間以内に上訴人に

文書（「ＡＢ決定書」）で通知する。 

① ＦＩＢの決定を支持する 

② ＦＩＢの決定を破棄し、新たな決定を出す 

 

フロー２４ 

(1) ＦＩＢがライセンシーに対しＦＩＢ決定書を発送し、またはＡＢがライセンス申請者に対し

ＡＢ決定書を発送する。当該決定書は、決定が行われた日から1週間以内に発送する。 

(2) ＦＩＢまたはＡＢより是正指導が行われた場合、当該指導を受領したライセンシーは、ＣＬ

Ａが別途定める期日までに、是正指導に対する回答を文書にてＣＬＡに送付する。 

(3) ＦＩＢまたはＡＢの決定により、Ｊライセンスの交付が取り消されることなったライセンシ

ーの取扱いは、Ｊリーグ理事会がこれを決定する。 

(4) ＦＩＢまたはＡＢの決定により、制裁を受けることとなったライセンス申請者は、決定内容

に従い処分を受ける。 
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４．ＦＩＢの審査手続 
 

４－１〔ＦＩＢパネルの組成〕 

(1) チェアマンは、各ライセンス申請者の審査を担当するＦＩＢパネルの議長および構成員を

選任するものとする。ＦＩＢパネルは1名の議長および2名以上の構成員から構成されるも

のとし、うち少なくとも1名は日本弁護士連合会に登録された弁護士、少なくとも1名は日

本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。 

(2) チェアマンは、前項に基づき審査を担当するＦＩＢパネルの議長および構成員を選任した

ときは、ＬＭおよび当該審査に服するライセンス申請者に書面で通知するものとする。 

 

４－２〔ＦＩＢ構成員の構成・独立〕 

(1) ＦＩＢ構成員は、公正かつ独立でなければならない。 

(2) ＦＩＢパネルに選任された者は、審査を担当するライセンス申請者またはライセンシーと

の関係において、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実（交付

規則第14条に定める事実を含む）がある場合には、速やかにライセンサーに書面により通

知するものとする。 

(3) ＦＩＢ構成員は、審査手続の進行中、審査を担当するライセンス申請者またはライセンシ

ーとの関係において、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実

（交付規則第14条に定める事実を含む）が発生した場合には、速やかにライセンサーおよ

びライセンス申請者に書面により通知するものとする。 

 

４－３ 〔ＦＩＢ構成員の忌避〕 

(1) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭは、ＦＩＢ構成員の公正性または独立性を疑

うに足りる相当な理由があるときは、そのＦＩＢ構成員を忌避することができる。 

(2) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭは、ＦＩＢ構成員の選任通知を受領した日ま

たは前項に定める事由のあることを知った日から2週間を経過する日までに、忌避の理由

を記載した申立書をライセンサーに提出するものとする。 

(3) 前項の申立てがあった場合は、ライセンサーは、遅滞なく、当該申立書の写しをＦＩＢお

よび相手方当事者に送付し、これらの者の意見を聴いたうえで、忌避の当否について決定

するものとする。 

(4) ライセンサーが忌避の申立てについて相当と決定した場合、ライセンサーは直ちに、新た

なＦＩＢ構成員を選任する。 

 

４－４〔ＦＩＢ構成員の補充〕  

ＦＩＢ構成員が辞任、死亡その他の理由により審査を継続できないときは、ライセンサー

は、遅滞なく新たなＦＩＢ構成員を選任する。 
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４－５〔審問〕 

(1) ＦＩＢが、Ｊライセンスの交付の拒絶またはＪライセンスの取消しあるいは制裁を科すこ

とを決定する場合は、ＦＩＢは、当該ライセンス申請者またはライセンシーに対して弁明

の機会を付与するために審問を開くものとする。 

(2) ＦＩＢは、ＬＭおよびライセンス申請者またはライセンシーに対して、審問期日の少なく

とも1週間以上前に書面により審問期日および場所を通知するものとする。 

(3) 審問には、当該ライセンス申請者またはライセンシーのほか、ＬＭおよびＣＬＡが立ち会

うものとする。ただし、いずれかの当事者が欠席した場合であっても審問は開かれるもの

とする。 

(4) 審問は、ＦＩＢの議長の指揮の下に行う。ＦＩＢは、充足しないおそれがあるとＦＩＢが

考えるライセンス基準に関して、ライセンス申請者またはライセンシーに対して、主張お

よび立証の機会を付与するものとする。 

(5) ライセンス申請者およびライセンシーは、審問期日においては、日本弁護士連合会に登録

された弁護士によって代表され得る。かかる場合、ライセンス申請者およびライセンシー

は、当該弁護士への委任を証する委任状をＦＩＢに提出する。 

 

４－６〔責問権の放棄〕  

ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭが、ＦＩＢの審査手続に関する違背を知りま

たは知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を

失う。 

 

５．ＡＢの審査手続 
 

５－１〔上訴の申立て〕 

(1) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭが、ＦＩＢの決定を不服として上訴するとき

は、所定の期限までに以下の各事項を記載した上訴申立書および追加証拠をＡＢに提出す

るものとする。 

① 上訴人の名称および住所 

② 代理人を定める場合、その氏名および住所 

③ 上訴の趣旨 

④ 上訴の理由および証明方法 

(2) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭが代理人によって上訴申立てを行う場合に

は、代理人は、上訴申立書および追加証拠とともに委任状をＡＢに提出するものとする。 

(3) ライセンス申請者またはライセンシーが本条に基づき上訴の申立てを行ったときは、上訴

手数料として金10万円を、申立ての日から2週間以内にライセンサーが別途指定する銀行

口座に送金しなければならない。送金手数料はライセンス申請者またはライセンシーの負

担とする。 
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５－２〔提出部数〕  

上訴申立書および追加証拠の提出部数は 4 部とする。 

 

５－３〔上訴申立ての取下げ〕 

(1) 上訴の申立てはいつでも取り下げることができる。 

(2) 上訴を取り下げた時点でＦＩＢの決定が確定するものとする。 

 

５－４〔ＡＢパネルの組成〕  

チェアマンは、上訴がなされたときは、直ちに当該上訴の審査を担当するＡＢパネルの議

長及び構成員を選任するものとする。ＡＢパネルは1名の議長及び2名以上の構成員から構成

されるものとし、うち少なくとも1名は日本弁護士連合会に登録された弁護士、少なくとも1

名は日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。 

 

５－５〔ＡＢ構成員の構成・独立〕 

(1) ＡＢ構成員は、公正かつ独立でなければならない。 

(2) ＡＢパネルに選任された者は、審査を担当するライセンス申請者またはライセンシーとの

関係において、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実（交付規

則第16条に定める事実を含む）がある場合には、速やかにライセンサーに書面により通知

するものとする。 

(3) ＡＢ構成員は、審査手続の進行中、審査を担当するライセンス申請者またはライセンシー

との関係において、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実（交

付規則第16条に定める事実を含む）が発生した場合には、速やかにライセンサーおよびラ

イセンス申請者に書面により通知するものとする。 

 

５－６〔ＡＢ構成員の忌避〕 

(1) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭは、ＡＢ構成員の公正性または独立性を疑う

に足りる相当な理由があるときは、そのＡＢ構成員を忌避することができる。 

(2) ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭは、ＡＢ構成員の選任通知を受領した日また

は前項に定める事由のあることを知った日から5日間を経過する日までに、忌避の理由を

記載した申立書をライセンサーに提出するものとする。 

(3) 前項の申立てがあった場合は、ライセンサーは、遅滞なく、当該申立書の写しをＡＢおよ

び相手方当事者に送付し、これらの者の意見を聴いたうえで、忌避の当否について決定す

るものとする。 

 

５－７〔ＡＢ構成員の補充〕  

ＡＢ構成員が辞任、死亡その他の理由により審査を継続できないときは、ライセンサーは、

遅滞なく新たなＡＢ構成員を選任する。 
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５－８〔審問〕  

(1) ＡＢは、ＬＭおよびライセンス申請者またはライセンシーに対して、審問期日の少なくと

も1週間以上前に書面により審問期日および場所を通知するものとする。 

(2) 審問には、当該ライセンス申請者またはライセンシーのほか、ＬＭおよびＣＬＡが立ち会

うものとする。ただし、いずれかの当事者が欠席した場合であっても審問は開かれるもの

とする。 

(3) 審問は、ＡＢの議長の指揮の下に行う。ＡＢは、上訴理由に関して、上訴人に対して、主

張および立証の機会を付与するものとする。 

(4) ライセンス申請者およびライセンシーは、審問期日においては、日本弁護士連合会に登録

された弁護士によって代表され得る。かかる場合、ライセンス申請者およびライセンシー

は、当該弁護士への委任を証する委任状をＡＢに提出する。 

 

５－９〔責問権の放棄〕 

ライセンス申請者、ライセンシーまたはＬＭが、ＡＢの審査手続に関する違背を知りまたは

知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。 

 

６．雑則 
 

６－１〔守秘義務〕 

Ｊリーグ、ＣＬＡ、ライセンス評価チーム、ＦＩＢ、ＡＢの関係者は、Ｊライセンス申請

手続きの過程でライセンス申請者から提出された資料を、ライセンス申請者からの同意なく

していっさい第三者に開示してはならない。ただし、ＪＦＡに開示する場合および交付規則

第7条に定めるＡＦＣによる抜き打ち検査により、ＡＦＣから資料類の開示を求められた場

合は、この限りではない。 

 

６－２〔本運用細則に定めのない事項〕 

(1) 本運用細則に規定されていない事項については、Ｊリーグ理事会がこれを決定する。 

(2) ＡＦＣクラブ競技会への出場に関連する事項に関しては、前項にかかわらず、交付規則ま

たは本運用細則に規定されていない事項についてＡＦＣが決定を下すことがある。この場

合、Ｊリーグの決定にＡＦＣの決定が優先する。 

(3) ＡＦＣが交付規則およびＡＦＣ規則に関連する事項につき、別途指示書や通達等の手段で

Ｊリーグに対して指示を行った場合には、Ｊリーグは指示の内容に合わせて必要な措置を

講じる。 

 

６－３〔交付規則との優劣〕 

(1) 交付規則の定めと本運用細則の定めが矛盾または抵触する場合は、交付規則の定めが優先

する。 
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(2) 前項の規定にかかわらず、交付規則第7条に定めるＪライセンス審査上の基準と等級を充

足しているか否かの判定については、本運用細則2．に定めるところに従う。 

 

６－４〔改正〕 

本運用細則の改正は、実行委員会および理事会の承認により、これを行う。 

 

６－５〔附則〕 

本運用細則は2012（平成24）年2月21日から施行する。 
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